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１ 件 名 第10次厚木市総合計画基本構想の策定について 

２ 概 要 

令和３年度から令和 14年度の12年間を計画期間とする「第10次厚

木市総合計画」の基本構想を策定しました。新たな将来都市像「自分

らしさ輝く 希望と幸せあふれる 元気なまち あつぎ」の実現に向

け、行政運営を総合的かつ計画的に推進するとともに、市民・事業者

と一体となって、活力に満ちた心豊かに暮らせる自立したまちづくり

に取り組んでいきます。 

３ 背 景 

現行計画の第９次厚木市総合計画「あつぎ元気プラン」の計画期間

が令和３年３月末で満了となることから、市民ニーズの多様化や社

会・経済環境の変化に対応した、新たなまちづくりの方向性を定めた

第10次厚木市総合計画を策定するものです。 

４ 

ＰＲしたい内

容、セールス

ポイント、前

回との違い等 

・公募市民や関係団体代表から構成される総合計画市民検討会議を組

織し、新たな総合計画の策定に向けた提言をまとめていただいた。 

・幅広い分野や世代から意見等を聴取するため、中学生や高校生、子

育て世代、福祉関係従事者等の分野別のワークショップを開催。 

・将来都市像の実現に向け、市民協働によるまちづくりを一層推進す

るため、市民、事業者、行政が共有したい想いや姿勢を「私たちが大

切にしたい想い」、「まちづくりの基本姿勢」として位置付けた。 

・今後、基本構想に基づき、施策の方針や体系を定める６年間の基本

計画、具体的な事業を年度別に定めた３年間の実施計画を策定予定。 

５ 予 算 

25,355千円（平成31年度、令和２年度の合計） 

平成31年度予算 13,726千円 市民検討会議報酬、策定支援等 

令和２年度予算 11,629千円 策定支援業務委託等 
 

６ 添付資料 第10次厚木市総合計画基本構想（概要及び冊子） 

７ 問合せ先 
部課名 政策部 企画政策課 課長 梅落 秀一 

電 話 ０４６（２２５）２４５５ 
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